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平成27年１月29日 

各 位  

 

 

運用ガイドラインの変更に関するお知らせ 

 

日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産運用を委託している株式会社ミカサ･アセット･マネジメ

ント（以下「資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、「運用ガイドライン」の変更を決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．運用ガイドライン変更の概要 

運用ガイドラインで定める本投資法人の投資対象エリア区分について、「東京都心７区」を「東京都 23 区」に変更する

こと、及び当該区分変更に伴い各エリア区分の投資比率の変更を行います。また、参考指標として採用している「戸数ベ

ース」の投資比率の概念を廃止します（下線が変更点です。）。 

 

（変更前） 

＜賃貸住宅カテゴリー別投資比率＞ 

賃貸住宅カテゴリー 取得価格ベース投資比率 

ワンルームタイプ 50～80％ 

ファミリータイプ 20～50％ 

(注) 取得価格ベース投資比率の策定に際しては、以下の戸数ベースの投資比率を参考指標としています。 

 

＜戸数ベース投資比率＞ 

賃貸住宅カテゴリー 戸数ベース投資比率 

ワンルームタイプ 55～85％ 

ファミリータイプ 15～45％ 

(注) 一棟の建物につき複数の賃貸住宅カテゴリーの住居が混在する場合、戸数ベースにおいて最も多い戸数のカテゴリーに属するものとして、当

該一棟の建物全体を分類して投資比率を算定します。 

 

＜投資対象エリア別投資比率＞ 

投資対象エリア 取得価格ベース投資比率（注４） 

東京都心７区（注１） 10～50％ 
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３大都市圏（注２） 50～80％ 

政令指定都市等（注３） 0～25％ 

(注１) 東京都心７区とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、世田谷区及び目黒区をいいます。 

(注２) ３大都市圏とは、東京都心７区以外の関東大都市圏、中京大都市圏及び近畿大都市圏をいいます。 

(注３) 政令指定都市等とは、札幌大都市圏、仙台大都市圏、新潟大都市圏、静岡大都市圏、浜松大都市圏、広島大都市圏及び北九州・福岡大

都市圏並びに人口が 30万人以上の中核市をいいます。 

(注４) 取得価格ベース投資比率の策定に際しては、以下の戸数ベース投資比率を参考指標としています。 

 

＜戸数ベース投資比率＞ 

投資対象エリア 戸数ベース投資比率 

東京都心７区 30％以下 

３大都市圏 50～90％ 

政令指定都市等 0～40％ 

 

（変更後） 

＜賃貸住宅カテゴリー別投資比率＞ 

賃貸住宅カテゴリー 取得価格ベース投資比率 

ワンルームタイプ 50～80％ 

ファミリータイプ 20～50％ 

（注） 一棟の建物につき複数の賃貸住宅カテゴリーの住居が混在する場合、最も多い戸数のカテゴリーに属するものとして、当該一棟の建物全体を

分類して投資比率を算定します。 

 

＜投資対象エリア別投資比率＞ 

投資対象エリア 取得価格ベース投資比率 

東京都23区 30～70％ 

東京都23区を除く関東・中京・近

畿の３大都市圏（注１） 
30～60％ 

政令指定都市等（注２） 0～25％ 

(注１) 東京都 23区を除く関東・中京・近畿の３大都市圏とは、東京都 23 区以外の関東大都市圏、中京大都市圏及び近畿大都市圏をいいます。 

(注２) 政令指定都市等とは、札幌大都市圏、仙台大都市圏、新潟大都市圏、静岡・浜松大都市圏、岡山大都市圏、広島大都市圏、北九州・福岡

大都市圏及び熊本大都市圏並びに人口が 30万人以上の中核市をいいます。 

 

２．変更の理由 

本投資法人の投資方針を踏まえて、運用ガイドラインの投資対象エリア区分及び投資比率概念の合理性・妥当性を検

討した結果、上記の変更を行うこととしたものです。 

なお、本件につきましては、関東財務局に臨時報告書を提出いたします。 

以上 

 

 
※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※本投資法人のホームページアドレス： http://www.jrhi.co.jp/  


